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運動重点
★ こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
★ 歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
★ 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
★ 飲酒運転の撲滅

運転者は
★ 自転車に乗る際はヘルメットを着用しましょう
★ 自転車は車両です。見通しの悪い交差点では徐行し、
「止まれ」の標識があるときは、必ず一時停止しましょう

★ 自転車保険に必ず加入しましょう
★ 「自転車安全利用五則」を守りましょう

家庭・地域・職場では
★ 家庭、学校、職場でヘルメットの着用を呼びかけましょう
★ 「ながら運転」の危険性・迷惑性について話し合いましょう
★ 従業員に対して、安全利用に関する
★ 「自転車安全利用五則」を守りましょう

３月３日午後１時半頃、上蓮花寺四丁目のパチンコ店で
両替を頼まれた店員がレジカウンターを離れた隙に、
カウンター上に置いていた現金が盗まれる窃盗事件が発生しました。
３月１２日に、その男が再来店したため、７０歳代の男を窃盗の被疑者
として検挙しました。

パチンコ店に限らず、盗難や置き引きが発生しております。
貴重品は肌身離さず持ち歩くことを徹底してください

外出時だけではなく、自宅でも貴重品管理を怠らないように

３月６日午後５時頃、ネットショッピングサイトで商品を電子マネーで購入したところ、

後日販売業者から「商品の在庫が切れていた」と連絡がありました。

そこで返金を求めたところ、返金するための手続き方法を相手側から指示されたため、

言われるがままに操作したところ、さらにお金をだまし取られる被害が発生しました。

①ショッピングサイトで
購入した商品が届かない

②販売サイト側から連絡。
「カスタマーセンター」の
アカウントを登録させられる。

③URLをクリックすると
キャッシュレス決済が
起動し、支払い画面に
なり、相手は言葉巧みに
誘導し、「支払う」ボタン
を押させ、支払いさせる

犯行手口


